広島市大学等学生支援推進補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、大学との連携による学生支援の実施に係る補助金の交付について、広島市補助金等交付規則（昭和３６年広島市規則第５８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（目的）
第２条　大学との連携による学生支援は、大学が講ずる学生支援策に要する経費の一部を、予算の範囲内において補助することにより、将来広島で働きたい、広島に貢献したいといった学生の広島への愛着の醸成及び広島市内の大学の魅力を向上させ広島で学びたいと考える若者の増加につなげることを目的とする。
（定義）
第３条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴　大学　広島市内にキャンパスを有する大学（大学院及び短期大学を含む。）をいう。
⑵　支援対象学生　大学に在籍する学生（学部生、大学院生、短期大学課程の学生等をいう。）であって、専攻する学部・学科の本拠が広島市内にあるものをいう。
⑶　学生支援策　大学が主体的に実施する生活支援、修学支援、キャリア形成支援、地域活動参加促進等に関する取組をいう。
（補助対象者）
第４条　補助対象者は、大学とする。
（補助対象事業）
第５条　補助対象事業は、大学が新たに実施する学生支援策であって、地域とのつながりを有し、かつ、学生生活の充実に資するものとする。
２　前項にいう「新たに実施する学生支援策」とは、大学が従前に実施していない新規の取組又は既存の取組について、目的、手法、対象、連携主体、実施体制等の点において新たな工夫を加え、内容を質的に向上させたものをいう。
３　既存事業における対象学生数、実施回数、規模等を増加させるのみの量的拡充は、第１項にいう「新たに実施する学生支援策」には該当しない。
４　前各項の規定にかかわらず、次の各号に該当する事業は、補助対象事業としない。
⑴　特定の個人、事業者、団体、政党、宗教団体等の利益に供する事業
　⑵　公序良俗に反する事業
⑶　その他市長が適当でないと認める事業
（補助対象経費）
第６条　補助対象経費は、補助事業に要する経費のうち、旅費、備品購入費、消耗品費、施設整備費、報償費、委託料、使用料、賃借料、原材料費、補助費その他学生支援に要する経費とする。
２　前項の規定にかかわらず、補助金の交付が適当でない経費として市長が認める経費は、補助の対象としない。
（補助内容）
第７条　補助金の額は、補助対象経費の２分の１の範囲内で、予算の範囲内において市長が定める額とする。
２　継続して実施する事業については、各年度における市の予算成立を前提として最大３年間にわたって補助を受けることができる。ただし、複数年度にわたり同一事業の補助を受けようとする場合であっても、毎年度、補助金交付の申請をしなければならない。
３　補助金の額は、原則として３，０００円に補助対象事業の対象となる支援対象学生の実人数（重複計上しないものとする。）を乗じて得た額を上限として積算する。
４　前項の規定にかかわらず、１年度当たりに市が一つの大学に対して交付する補助金の額は、当該大学における支援対象学生の数に３，０００円を乗じて得た額を限度とする。
５　補助対象事業の対象となる学生１人が当該年度に受ける給付又は利益の額は、当該学生が複数の補助対象事業の対象となる場合であっても、これらの合計額が３，０００円を超えてはならない。
６　補助対象経費について他の補助金等の交付を受ける場合は、他の補助金等を優先して充当しなければならない。　
７　補助金は、必要に応じ概算払により交付することができる。
（募集及び申請）
第８条　補助金の交付の申請をしようとする者は、広島市大学等学生支援推進補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
⑴　補助事業計画書（様式第２号）
⑵　収支予算書（様式第３号）
⑶　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
（補助対象事業の審査）
第９条　市長は、前条の規定による提出があったときは、当該申請に係る書類に基づき内容を審査し、採否を決定する。
２　審査の基準その他必要な事項は、別に定める。
（補助金の交付決定等）
第１０条　市長は、前条の規定による審査の結果、補助金を交付すべきと認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書により申請者に通知する。
２　市長は、補助金を交付しないときは、その旨を申請者に通知する。
（補助金交付の条件）
第１１条　市長は、前条の規定による交付決定に当たり、規則第６条第１項各号に定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
⑴　補助金は、当該補助事業以外の目的に使用してはならないこと。
⑵　補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省第１５号）に定められている耐用年数等に相当する期間（同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間）内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
⑶　市長の承認を受けて補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
⑷　補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
⑸　補助事業の支出に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の終了後５年間保管すること。
⑹　補助対象経費について他の補助金等の交付を受ける場合は、他の補助金等を優先して充当すること。
⑺　個人情報を適正に取扱い、目的外利用を行わないこと。
⑻　市長の求めに応じ、補助事業に関連するデータその他の情報の提供（当該情報を広島県に提供することを含む。）に協力すること。
⑼　補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（様式第４号）により速やかに市長に報告すること。
⑽　市長は前号の報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
⑾　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項を遵守すること。
（変更・中止・廃止の承認）
第１２条　補助事業者は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ広島市大学等学生支援推進補助金変更（中止・廃止）承認申請書（様式第５号）に市長が指定する書類を添えて提出し、その承認を受けなければならない。
２　市長は、前項の申請があった場合、内容を審査し、承認の可否を補助金変更（中止・廃止）承認通知書により通知する。
（実績報告及び精算）
第１３条　補助事業者は、当該補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。）は、当該完了の日から起算して４０日以内又は２月末日までのいずれか早い日までに、広島市大学等学生支援推進補助事業実績報告書兼精算書（様式第６号）に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
⑴　事業実施報告書（様式第７号）
⑵　収支決算書（様式第８号）
⑶　領収証書その他の収支の事実を証する書類又はその写し（市長が必要と認めるものに限る。）
⑷　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
２　補助金の精算に当たり剰余金が生じたときは、補助事業者は、速やかにこれを返納しなければならない。
（補助金の額の確定及び交付）
第１４条　市長は、前条第１項の実績報告書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、当該補助事業の実績が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額交付確定通知書により補助事業者に通知するとともに、速やかに補助金を交付する。
２　市長は、前項の審査の結果、当該補助事業の実績が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を採るべきことを命じ、又は当該交付決定の全部若しくは一部を取り消し、当該取消しに係る補助金の返還を命ずる。
（交付決定の取消し）
第１５条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第１０条第１項に規定する交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
⑴　補助事業者が補助対象者でなくなったとき。
⑵　第１１条の条件に違反したとき。
⑶　申請書その他の提出書類に虚偽があったとき。
⑷　その他補助金の交付を継続することが適当でないと市長が認める相当の理由があるとき。
（委任）
第１６条　この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附　則
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
